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日本放送協会 理事会議事録 
               （平成２９年 ６月 ６日開催分） 
  
平成２９年 ６月 ２３日（金）公表 
 
＜会 議 の 名 称＞ 

理 事 会 
 
＜会  議  日  時＞ 
 平成２９年 ６月 ６日（火） 午後４時００分～４時１５分 
 
＜出   席   者＞ 

上田会長、堂元副会長、木田専務理事、坂本専務理事、 

児野専務理事・技師長、根本理事、松原理事、荒木理事、 

黄木理事、大橋理事、菅理事、中田理事 

高橋監査委員 

 

＜場         所＞ 

放送センター 役員会議室 

 

＜議        事＞ 

 上田会長が開会を宣言し、議事に入った。 

 

付議事項 

 

１ 審議事項 

（１）第１２８５回経営委員会付議事項について 

（２）「地域改革プロジェクト」に関する規程の新設について 

（３）職務権限事項の改正について 

 

２ 報告事項 

（１）平成２８年度関連団体の事業運営状況等について 
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議事経過 

 

１ 審議事項 

（１）第１２８５回経営委員会付議事項について 

（経営企画局） 

６月１３日開催の第１２８５回経営委員会に付議する事項について、

審議をお願いします。 

付議事項は、議決事項として「国際放送番組審議会委員の委嘱につい

て」です。また、報告事項として「平成２８年度業務報告書の構成およ

び今後のスケジュールについて」、「平成２８年度年金基金の状況」、「平

成２８年度関連団体の事業運営状況等について」、および「インターネッ

ト実施基準の変更案について」です。 

 

（会 長）  ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 

 

（２）「地域改革プロジェクト」に関する規程の新設について 

（経営企画局） 

地域における放送・サービス、業務体制の改革を推進するため、「地域

改革プロジェクト」（以下、「プロジェクト」）の設置等に関する規程を新

設することとしたいので、審議をお願いします。 

具体的な内容は、次のとおりです。 

プロジェクトの業務内容は、地域における放送・サービス、業務体制

の改革に関する計画立案および調整等です。 

プロジェクトの計画案は適時、会長に諮り、ＮＨＫ内の必要な手続き

を速やかに実施します。 

プロジェクトには、プロジェクト長として会長の指名する役員、プロ

ジェクトメンバーとしてプロジェクト長の指名する部局から推薦された

職員を置きます。 

プロジェクトには事務局を置き、会長の指名する職員を事務局長とし、

事務局は検討等に必要な資料の収集、調整その他事務を行うこととしま

す。 

本件が決定されれば、平成２９年６月９日付で施行します。 
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（会 長）  ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 

 

（３）職務権限事項の改正について 

（経営企画局） 

職務権限事項の改正について、審議をお願いします。 

「地域改革プロジェクト」に関する規程に関連して、職務権限を整備

します。 

本件が決定されれば、平成２９年６月９日付で改正します。 

 

（会 長）  ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 

 

２ 報告事項 

（１）平成２８年度関連団体の事業運営状況等について 

（関連事業局） 

平成２８年度関連団体の事業運営状況等について報告します。 

１．関連団体の決算概要 

（1）子会社の決算概要 

２８年度の子会社の決算概要については、子会社１３社の単純合計で

売上高は２,４６６億円となり、前年度決算に対し４億円の減収です。 

このうち、ＮＨＫ取引は１,６１４億円で、前年度決算に対して２２億

円の増収となりました。増減の主な要因は、「番組制作関連事業」は、視

聴者の幅広い期待に応えて見応えある魅力的なコンテンツの開発・制作

等に取り組み、特集ドラマや新規番組の受託等により３９億円の増収、

「情報システム事業」は、基幹システム整備の受託等により５億円の増

収、「送出・送信・受信技術事業」は、放送・通信業務や建築業務の減等

により２５億円の減収となりました。 

一方、グループ外取引は６６４億円で、前年度決算に対して２６億円

の減収となりました。減収の主な要因は、「イベント関連事業」が、大型

イベント終了等により１４億円の減収となり、「送信・送出・受信技術事

業」が、映像・情報業務の大型案件終了により５億円の減収、「コンテン

ツ展開関連事業」が、モバイル事業の減等により３億円の減収となった

ことです。 
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当期純利益は、子会社１３社の単純合計で６５億円と、前年度決算に

対して１１億円の増益となりました。増益の主な要因は、売上高が２７

年度とほぼ同水準まで改善したことや受取配当金の増によるものです。

各社の状況は、ＮＨＫエンタープライズ、ＮＨＫエデュケーショナル、

ＮＨＫグローバルメディアサービス、ＮＨＫプロモーション、ＮＨＫ出

版が増収増益、日本国際放送とＮＨＫプラネットが減収減益、ＮＨＫア

ート、ＮＨＫメディアテクノロジー、ＮＨＫビジネスクリエイトが増収

減益、ＮＨＫアイテック、ＮＨＫ文化センター、ＮＨＫ営業サービスが

減収増益となっています。また、各社が、将来の事業基盤確立に向けて

の先行投資やガバナンス・監査体制の充実・強化を進めました。 

（2）ＮＨＫ取引の営業利益 

子会社１３社合計の営業利益率は２.８％で、前年度決算の３.０％を

０.２ポイント下回りました。このうち、ＮＨＫ取引による営業利益率は

２.４％で、前年度決算の３.２％を０.８ポイント下回りました。ＮＨＫ

取引の営業利益は３８億円で、前年度決算に対して１２億円の減益とな

りました。減益の主な要因は、各社が「見える化」の取り組みとして、

作業工程の見直しによる業務の効率化や事業毎の実績把握による委託単

価の適正化等を進めたことによります。一方、ＮＨＫ以外の取引による

営業利益率は３.７％で、前年度決算２.７％を１.０ポイント上回りまし

た。 

（3）関連会社の決算概要 

関連会社４社のうち、放送衛星システム、ＮＨＫ Ｃｏｓｍｏｍｅｄｉ

ａ（Ｅｕｒｏｐｅ）、ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズは

増収増益、ＮＨＫ Ｃｏｓｍｏｍｅｄｉａ Ａｍｅｒｉｃａは増収減益と

なりました。 

（4）関連公益法人の決算概要 

関連公益法人７団体のうち、ＮＨＫエンジニアリングシステム、ＮＨ

Ｋ放送研修センター、ＮＨＫ厚生文化事業団は、概ね収支相償です。Ｎ

ＨＫサービスセンターとＮＨＫインターナショナルは、受託業務の増に

より一般正味財産増減額が増加しています。ＮＨＫ学園は、高等学校部

門の低迷を生涯学習部門のダウンサイジングや人件費等の削減でカバー

し、一般正味財産増減額は赤字から黒字に反転しました。ＮＨＫ交響楽

団は、ヨーロッパ公演の赤字等により、一般正味財産増減額は６,０００
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万円の赤字でしたが、積立資産の取崩により収支相償となりました。 

（5）健保・共済会の決算概要 

日本放送協会健康保険組合（健保）の一般勘定の事業収入は、平均標

準報酬月額の減等による保険料収入の減などにより８.２億円の減とな

り、事業支出は保険給付費が昨年度に比べて抑制されたことなどにより

収支差引残は３.７億円となっています。 

日本放送協会共済会の一般会計の事業収入は、施設利用業務収益の減

等により１.０億円の減となり、一般正味財産増減額は予算策定時よりも

０.９億円少ない１.３億円の減となっています。 

（6）ＮＨＫへの財政貢献 

子会社１３社の配当総額は８４.1 億円で、このうちＮＨＫ受取額は５

６.３億円を予定しています。配当総額のうち、特別配当は５５.０億円

です。また、放送衛星システムからの配当４.５億円を加えた配当総額は

８８.６億円で、このうちＮＨＫ受取額は５８.５億円を予定しています。 

副次収入総額は９１.４億円で、前年度決算に対し１０.９億円の増収

となっています。このうち、番組関係副次収入は６３.０億円で、前年度

決算に対し９.８億円の増収となっています。主な増収の要因は、リオデ

ジャネイロオリンピック・パラリンピックのサブライセンス、国際共同

制作の配分収入の増によります。また、関連団体から収納した副次収入

総額は５８.７億円で、前年度決算に対し１.７億円の増収となっていま

す。このうち、番組関係副次収入は４７.９億円で、前年度決算に対し２.

０億円の増収となっており、アニメ、こども・幼児、バラエティー番組

のメディアミックスや大型イベント等の配分収入の増等によります。 

２．業務運営状況調査の結果について 

２８年度の関連団体業務運営状況調査については、関連団体２３団体

を対象に、外部監査法人に委嘱して実施しました。調査項目は３点で、

１点目は、「関連団体運営基準」に関する調査です。関連団体の事業活動

が、関連団体運営基準に照らして適正に行われているか調査を行い、そ

の結果、２件の検出事項があり、ＮＨＫは当該関連団体に対して指導し

ました。２点目は、「ＮＨＫ取引とその他の取引の区分経理」（平成２７

年度）についての調査です。子会社１３社の区分経理が基本方針に準拠

しているか調査を行い、検出事項はありませんでした。３点目は、実績

原価報告のサンプリング調査です。調査項目は受託した委託業務で実際
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に支出された経費（原価）の額で、調査対象は事前に選定した業務委託

契約３５件（１３団体）です。関連団体に原価内訳の報告を求め、内容

を確認して利益状況を分析し、調査結果は関連団体および委託元部局に

打ち返し、今後の業務委託契約の検討の材料として提供しました。 

３．事前協議等の概要 

関連団体運営基準第１２条、１３条、１４条に基づき、２８年４月か

ら２９年３月末日までの間に、関連団体から事前協議の申請を受け、回

答を打ち返した件数は６１件でした。また、同期間に関連団体から事前

説明の申請を受け、説明を受けた件数は１３０件でした。 

４．関連団体事業活動審査委員会の活動結果について 

関連団体事業活動審査委員会（以下、「委員会」）は、関連団体運営基

準第２１条に基づき、関連団体の事業活動について、外部から意見・苦

情を受け付け、その適正性を調査するために設置しているもので、副会

長を委員長とし、関係するＮＨＫの役職員、公認会計士と弁護士の外部

委員２名で構成しています。委員会は、２８年１２月１６日と２９年４

月１４日に開催し、意見・苦情等の受け付け状況を報告したほか、関連

事業に関して意見交換を行いました。２８年度は、外部からの意見・苦

情等の受け付けはありませんでした。 

本件は、一部を除き、６月１３日開催の第１２８５回経営委員会に報

告します。 

 

 

 

以上で付議事項を終了した。 

 

 

上記のとおり確認した。 

 

 

      平成２９年 ６月２０日 

会 長  上 田 良 一 


